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給食を残さず食べよう ～校長室から～  
 

7月 4日から給食モニターという取組みが始まりました。 

これは、毎日、給食の後、学校代表の生徒が、その日の給食がおいしかったか、

感想や要望
ようぼう

をアンケートに記入し、教育委員会にインターネットで送る、というも

のです。 

今回、この学校代表を生活委員の皆さんにお願いしました。 

今後、貝塚市内のすべての中学校で、それぞれの学校代表の生徒が、その日の給

食の感想や要望を教育委員会に送ります。その感想や要望を教育委員会が今後の給

食の献立
こんだて

に活
い

かしていってくれるそうです。 

この給食モニターの取組みで、これからの給食がもっともっとおいしくなってい

くといいですね。 

ところで、なぜこのような取組みをやることになったのでしょうか。 

それは、毎日、たくさんの給食が残され、捨てられているからです。みなさんの

体にとっても、地球にとっても大変もったいない話です。 

毎日を健康でいきいきと生活するためには、栄養
えいよう

バランスのとれた食事をするこ

とがとても大切です。給食は、貝塚市で働く栄養のプロの栄養教諭の先生方が中心

になってバランスの良い食事メニューを考え、作ってくれているものです。 

これから給食はもっともっとおいしくなっていくはずですので、みなさんも給食

をできるだけ残さず食べてください。 

 

【一中ホームページもぜひご覧ください】 

 

       貝塚一中 

 

【夏季休業中の学校への連絡先と受付時間】 

 

電話対応受付時間 平日の午前８時２０分～午後４時５０分 (7/21～8/24)    

※８月１５日(月)は学校閉庁日のため学校が閉まっています。 

         電話番号０７２－４２２－１５２７ 

 

欠席連絡フォーム 夏休み期間中はご利用いただけません。 

         ※８月２５日(木)の始業式より再開します。 
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【火災避難訓練を行いました】        生徒指導部より 
 

 

６月２７日(月)、貝塚市消防本部の方に来ていただき、火災避難訓練を行いま

した。「火災発生」から避難まで、どの学年もスムーズに行動でき、グラウンドに

集合するまでの時間について、「６分以内に集合完了」という目標を大きく上回る

ことができました。火災で犠牲となった人の約半数は、「逃げ遅れ」が原因です。

火災発生から逃げるために使える時間はごくわずか。いざというときに自分の命

を守るための行動を、日ごろから心がけるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

部活動後援会より 
４月にお願い申し上げました部活動後援会へのご協賛につきまして、多数のお申

し込みをいただき、ありがとうございました。７月５日現在で、７８，０００円の

ご協賛を賜りました。改めて厚くお礼申し上げます。ご協賛金（会費）につきまし

ては、部活動の更なる充実・発展のため、大切に使わせていただきます。 

今年度は全校生徒の７割を超える５４３名が入部届を提出し、それぞれの大会や

コンクールなど、日ごろの成果を発表する場に向けてがんばっています。 

なお、部活動後援会へのご協賛・ご入会につきましては、年間を通じて、随時お

受けいたしておりますので、引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

※以下の申込書にご記入いただき、会費（1口 1000円）を添えてご提出ください。 

 

 

部活動後援会申込書 

                          令和  年  月  日 

 貝塚市立第一中学校部活動後援会会長 様 

 

  私は、（   ）口（         ）円を添えて、貝塚市立第一中学校

部活動後援会の申し込みをいたします。 

 

氏  名(                )  

 

生徒氏名(  )年(  )組(         ) 

   

※本校に子どもさんが在籍していない場合 

 

 住  所 （                         ） 


